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【宮城県地域枠等医師キャリア形成プログラム】 

〇 本プログラムについて 

キャリア形成プログラムとは、医療法及び医師法の一部を改正する法律（平成 30年法律第７９

号）により、医療法（昭和２３年法律第 205号）第 30条の 23第 2項第 1号に規定された医師

の確保に特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の確保を特に図るべき

区域に派遣される医師の能力開発及び向上を図ることを目的として、都道府県が策定する計画

をいいます。 

本プログラムは、将来本県の地域医療に従事する意思を持ち、自治医科大学、東北医科薬科大

学及び宮城県から修学資金の貸与を受けた医師がキャリアを形成しながら、返還免除の要件を満

たすことができるよう、必要な事項をまとめたものです。 

なお、本プログラムに関する事項については、必要に応じて見直しを行い、地域医療対策協議

会の承認を経て変更する場合があります。 

 

〇 対象者 

１．東北大学医学部医学科に地域枠入試（宮城県）で入学した医師（以下、「東北大学地域枠医師」） 

２．自治医科大学を卒業した医師（以下、「自治医科大学卒業医師」） 

３．宮城県医学生修学資金（東北大学枠）の貸与を受けた医師（以下、「東北大学枠医師」） 

４．東北地域医療支援修学資金（資金循環型・宮城県枠）の貸与を受けた医師（以下、「宮城枠医

師」） 
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〇 対象者別の詳細 

１．東北大学地域枠医師 

① 義務年限（償還免除要件） 

・ 大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して 15 年間（業務対象期間）内に、臨床研修

期間を含み９年間（義務期間）、知事が指定する医療機関で勤務すること。 

・ なお、原則として義務年限７年目から９年目の間に、１年間以上中小病院で勤務すること。 

 

【みなし勤務】 

(1) 臨床研修期間については、知事指定医療機関以外の県内の基幹型臨床研修病院での勤 

務を２年間に限り知事指定医療機関で勤務したものとみなす。 

(2) 臨床研修後、東北大学病院における勤務（専門研修を含む）及び東北大学大学院医学系

研究科在学期間については、３年間を限度として知事指定医療機関で勤務したものとみなす。 

 

② 勤務先医療機関（知事が指定する医療機関） 

・ 別に定めるものとする。 

 

③ 勤務診療科 

・ 勤務診療科の選択について制限なし。 

 

④ 臨床研修 

・ 宮城県内（仙台市内を含む）の基幹型臨床研修病院で研修すること。 

※ 臨床研修期間に限り、知事指定医療機関以外の県内の基幹型臨床研修病院での勤務は２

年間に限り知事指定医療機関で勤務したものとみなす。 

 

⑤ 専門研修 

・ 専門研修プログラムの選択について制限なし。 

・ ただし、いずれの診療科を専攻する場合であっても、業務対象期間内に確実に義務を履行

するとともに、原則として義務年限７年目から９年目の間に、１年間以上中小病院で勤務する

必要があることに留意。 

 

⑥ 勤務パターン例 

※１ 臨床研修は県内で実施すること。県外での臨床研修は認められない。 

※２ 知事指定医療機関で従事した場合に義務年限として算入。 

※３ 義務年限７年目から９年目には、原則として１年間以上、中小病院での勤務が義務。 

卒後年数 １～２年目 ３～４年目 ５年目 ６～９年目 

義務年限 ①② ③④ ⑤ ⑥⑦⑧⑨ 

区分 臨床研修 専門研修 地域医療 

医療機関 

県内 

臨床研修病院 

（※１） 

専門研修 PG 

連携病院 

（※２） 

専門研修 PG 

基幹病院 

（※２） 

知事指定医療機関 

（※３） 
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⑦ 義務年限への算入・不算入等について 

・ 医学生修学資金貸付条例（平成１７年宮城県条例第 53 号）の規定により災害、病気、出産、

育児その他の正当な理由により、業務対象期間内に義務期間の履行をすることができないと

知事が認めた期間については、義務年限に算入せず、業務対象期間を延長することができる。

（産前産後休暇については、義務年限に算入する。） 

 

⑧ 義務年限内の学位取得及び留学について 

・ 業務対象期間中、義務年限の履行に支障のない範囲において、学位を取得すること及び留

学をすることについては差し支えない。 

 

⑨ 配置先の決定方法 

・ 医療機関からの要望やニーズ、医師配置の状況等を総合的に勘案の上、地域医療対策協議

会での協議を踏まえ宮城県知事が指定するものとする。 
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２．自治医科大学卒業医師 

① 義務年限（償還免除要件） 

・ 自治医科大医学部修学資金の貸与期間の 1.5倍に相当する期間、知事が指定する医療機関

に勤務すること。 

 

② 勤務先医療機関（知事が指定する医療機関） 

(1) 臨床研修期間 

知事が指定する基幹型臨床研修病院。 

(2) 臨床研修終了後 

原則として、仙台市を除く宮城県内の自治体病院及び診療所。 

 

③ 勤務診療科 

・ 原則として、内科等の総合的な診療等に従事する。ただし、配置先の自治体病院等において

必要とされる診療科に勤務する場合もある。 

・ 専門研修期間中は、当該研修プログラムの履修に必要な診療科に勤務するものとする。 

・ なお、整形外科及び産婦人科を専攻した場合、専門研修終了後も、当該専攻診療科の医師と

して勤務することができるものとする。 

 

④ 臨床研修 

・ 知事が指定する宮城県内（仙台市内を含む）の基幹型臨床研修病院で研修すること。研修病

院は、本人と病院の面談及び希望調査等を踏まえ、県が決定する。 

 

⑤ 専門研修 

【選択可能な診療科】 

  内科、総合診療科、外科、救急科、整形外科、小児科、産婦人科 

※  専門研修の履修は、原則プログラム制によるものとし、具体的に選択可能なプログラム 

については、プログラムを有する基幹病院との調整等を踏まえて、別に定めるものとする。 

※ 専門研修の履修に当たっては、「後期研修」の１年を基幹病院での研修に充てるものとする。 
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⑥ 勤務パターン例 

（１）専門研修プログラムが３年の診療科を専攻する場合 

（内科、総合診療科、外科、救急科、小児科、産婦人科） 

  ※  専門研修の履修に当たっては、「後期研修」の１年を基幹病院での研修に充てる。 

 

（２）専門研修プログラムが４年の診療科を専攻する場合（整形外科） 

※  専門研修の履修に当たっては、「後期研修」の１年を基幹病院での研修に充てる。 

 

  （３）専門医の取得を希望しない場合 

 

⑦ 義務年限の算入・不算入等について 

・ 自治医科大学医学部修学資金貸与規程に基づく休職（育児休業及び介護休業及び配偶者同

行休業含む。）、停職又は育児短時間勤務等（通算５年を超えたとき）の期間は義務年限に含め

ない。（産前・産後休暇については、義務年限に算入する。） 

 

⑧ 義務年限内の学位取得及び留学について 

・ 学位の取得については、義務年限内の勤務に支障のない範囲において取得することが可能。 

・ 留学については、認めないものとする。 

 

⑨ 配置先の決定方法 

・ 医療機関からの要望やニーズ、医師配置の状況等を総合的に勘案の上、地域医療対策協議

会での協議を踏まえ宮城県知事が指定するものとする。 

  

卒後年数・義務年限 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

区分 臨床研修 専門研修 地域勤務 

医療機関 
知事が指定する 

臨床研修病院 

基幹病院１年(後期研修※) 

＋連携病院２年（仙台市以

外の自治体病院） 

仙台市以外の中小規模の自治体病

院、診療所等 

卒後年数・義務年限 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

区分 臨床研修 専門研修 地域勤務 

医療機関 
知事が指定する 

臨床研修病院 

基幹病院１年(後期研修※) 

＋連携病院３年（仙台市以外の自治

体病院） 

仙台市以外の中小規模の

自治体病院、診療所等 

卒後年数・義務年限 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

区分 臨床研修 地域勤務 
後期 

研修 
地域勤務 

医療機関 
知事が指定する 

臨床研修病院 
仙台市以外の自治体病院、診療所 

任意の 

病院等 

仙台市以外の 

自治体病院、診

療所 
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⑩ その他 

(1) 後期研修 

・ 医学に関する知識や技術の習得及び向上を図ることを目的として、本人の申出により、義務

年限中に「後期研修」を取得することができるものとする。 

・ 「後期研修」は、原則として１年以内とする。ただし、事前に申出があり知事が認めた場合、継

続して２年まで取得することができるものとする。 

なお、「後期研修」を取得した期間については、１年まで義務年限に算入する。（１年を超える

期間は算入しない。） 

(2) 結婚協定 

・ 出身都道府県を異にする自治医科大学卒業医師同士の婚姻については、本人からの申出を

受けて両県が協議し、協定を締結した場合、相互の都道府県において、義務年限を履行するこ

とができるものとする。 

・ 本人からの申出は、協定締結の概ね１年前までを目安とする。ただし、臨床研修開始前に入

籍する場合、臨床研修先及びその後の配置先等について事前に調整が必要な場合があること

から、可能性が生じ次第速やかに県に連絡するものとする。 

※ 「結婚協定」は、両県の医師配置の状況等も踏まえて締結するものであるため、必ずしも本

人の希望どおりの内容で締結されることを確約するものではない。 
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（３）東北大学枠医師 

① 義務年限（償還免除要件） 

・ 大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して 10 年間（業務対象期間）内に、臨床研修

期間を含み 6年間（義務期間）、知事が指定する医療機関で勤務すること。 

・ なお、専門研修プログラムの連携施設の中に、基幹型臨床研修病院以外の知事指定医療機

関が含まれている場合は、原則として半年間以上、当該連携施設で従事すること。 

 

【みなし勤務】 

(1) 東北大学病院における勤務（臨床研修・専門研修を含む）及び東北大学大学院医学系研究

科在学期間については、３年間を限度として知事指定医療機関で勤務したものとみなす。 

(2) 知事指定医療機関以外の県内の基幹型臨床研修病院での勤務は臨床研修に限り、２年間

を限度として知事指定医療機関での勤務とみなす。 

(3) (1)と(2)の特例期間は通算して 3年間を上限とする。 

(4) 臨床研修において、東北大学病院の「地域医療重点プログラム」を選択した者は同プログ

ラムにより知事指定医療機関に配置された期間を知事指定医療機関で勤務したものとみな

す。 

(5) (4)の特例期間は(3)の特例期間には含めない。 

 

② 勤務先医療機関（知事が指定する医療機関） 

・ 別に定めるものとする。 

 

③ 勤務診療科 

・ 勤務診療科の選択について制限なし。 

 

④ 臨床研修 

・ 宮城県内（仙台市内を含む）の基幹型臨床研修病院で研修すること。 

 

⑤ 専門研修 

・ 原則として、県内の医療機関が基幹病院となっている専門研修プログラムに登録するもの 

とする。 

・ ただし、いずれの診療科を専攻する場合であっても、専門研修プログラムの連携施設の中に、

基幹型臨床研修病院以外の知事指定医療機関が含まれている場合は、原則として半年間以

上、当該連携施設で従事する必要があることに留意。  
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⑥ 勤務パターン例 

※１ 臨床研修は県内で実施すること。県外での臨床研修は認められない。 

※２ 知事指定医療機関で従事した場合に義務年限として算入。 

※３ 基幹型臨床研修病院以外の知事指定医療機関が連携病院となっている場合は、原則として半年間以

上当該連携病院で従事すること。 

 

⑦ 義務年限への算入・不算入等について 

・ 医学生修学資金貸付条例（平成１７年宮城県条例第 53 号）の規定により災害、病気、出産、

育児その他の正当な理由により、業務対象期間内に義務期間の履行をすることができないと

知事が認めた期間については、義務年限に算入せず、業務対象期間を延長することができる。

（産前産後休暇については、義務年限に算入する。） 

 

⑧ 義務年限内の学位取得及び留学について 

・ 業務対象期間中の活用等、義務年限の履行に支障のない範囲において、学位を取得するこ

と及び留学をすることについては差し支えない。 

⑨ 配置先の決定方法 

・ 医療機関からの要望やニーズ、医師配置の状況等を総合的に勘案の上、地域医療対策協議

会での協議を踏まえ宮城県知事が指定するものとする。 

 

⑩ その他 

・ 本プログラムが医療法改正された平成３１年度以降に修学資金の貸与を開始した者を対象

とする。 

  

卒後年数 １～２年目 ３～４年目 ５年目 ６年目 

義務年限 ①② ③④ ⑤ ⑥ 

区分 臨床研修 専門研修 地域医療 

医療機関 

県内 

臨床研修病院 

（※１） 

専門研修 PG 

連携病院 

（※２・３） 

専門研修 PG 

基幹病院 

（※２） 

知事指定医療機関 
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（４）東北医科薬科大学宮城枠医師 

① 義務年限（償還免除要件）及び勤務診療科 

・ 臨床研修終了後、直ちに宮城県知事が指定する医療機関で１０年間（特定診療科（小児科・産

婦人科）を専攻した場合は８年間）勤務すること。 

・ なお、義務年限中の期間（勤務診療科）を、以下のとおり区分する。 

 

【専門医の取得を希望する場合】 

(1) 専門研修期間 

・ 専門研修プログラムを履修する期間。 

(2) 通常義務履行期間  

・ 専門研修期間終了後、当該専攻診療科の医師として勤務する期間。 

(3) 地域貢献期間 

・ 通常義務履行期間終了後、地域の医療機関において内科等の総合的な診療等に従事す

る期間。 

 

【専門医の取得を希望しない場合】 

・ 義務年限の全期間を「地域貢献期間」（地域の医療機関において内科等の総合的な診療

等に従事する期間）とする。 

 

② 勤務先医療機関（知事が指定する医療機関） 

・ 専攻診療科及び勤務期間の区分に応じて、勤務先を指定するものとする。 

※ 宮城県内の医療機関への配置を基本とするが、「専門医の取得を希望する場合」、指導体制

の確保及び地域における医師配置のニーズ等を勘案し、東北６県の医療機関に配置すること

がある。 

 

≪専攻診療科の区分ごとの勤務先医療機関≫ 

【専門医の取得を希望する場合】 

ア． 推奨診療科（内科・総合診療科・外科） 

・ 地域医療においてニーズが高く、総合的な診療に幅広く対応することが期待される診療科。 

(1) 専門研修期間 

・ 専門研修プログラムの履修に必要な東北６県の病院、診療所 

(2) 通常義務履行期間  

・ 専門研修プログラムの基幹病院（東北医科薬科大学病院又は東北大学病院）が調整す

る東北６県の病院、診療所 

(3) 地域貢献期間 

・ 東北６県の中小規模病院、診療所等において、原則として、内科等の総合的な診療等に

従事する。 
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イ． 重点推奨診療科（整形外科・救急科） 

・ 地域医療においてニーズが高く、専門性を発揮して対応することが期待される診療科。 

→ 義務年限「１０年間」（「地域貢献期間」を含む）を通じて、専攻する診療科の専門性を活か

して勤務することができるものとする。（内科等の総合的な診療には従事しない。） 

(1) 専門研修期間 

・ 専門研修プログラムの履修に必要な東北６県の病院、診療所 

(2) 通常義務履行期間  

・ 専門研修プログラムの基幹病院（東北医科薬科大学病院又は東北大学病院）が調整す

る東北６県の病院、診療所 

(3) 地域貢献期間 

・ 〔整形外科〕整形外科を標榜している東北６県の中小規模病院、診療所等 

・ 〔救急科〕救命救急センター又は第二次救急医療施設である東北６県の中小規模病院、

診療所等 

 

ウ． 特定診療科（小児科・産婦人科） 

・ 医師不足が著しく、本県として特に医師確保の必要性が高い診療科。 

→ 義務年限を「８年間」に短縮し、「専門研修期間（３年間）」及び「通常義務履行期間（５年間）」

のみの勤務とする。（「地域貢献期間」としての勤務はなし。） 

(1) 専門研修期間 

・ 専門研修プログラムの履修に必要な東北６県の病院、診療所 

(2) 通常義務履行期間  

・ 専門研修プログラムの基幹病院（東北医科薬科大学病院又は東北大学病院）が調整する 

東北６県の病院、診療所 

 

エ． アからウ以外の診療科を専攻する場合 

※ アの「推奨診療科」と同じ勤務期間の区分及び考え方により勤務する。 

※ アからウ以外の診療科を専攻した場合であっても、取得した専門医に関わらず、「地域貢献

期間」中は、東北６県の中小規模病院、診療所等において、原則として、内科等の総合的な診

療等に従事する必要があることに留意。 

 

【専門医の取得を希望しない場合】 

・ 義務年限の全期間を「地域貢献期間」とし、宮城県内の中小規模病院、診療所等において、原

則として、内科等の総合的な診療等に従事する。 

 

③ 臨床研修 

・ 臨床研修先の選択について制限なし。 
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④ 専門研修 

・ 選択可能な専門研修プログラムは、東北医科薬科大学病院又は東北大学病院を基幹病院と

する「東北医科薬科大学宮城枠医師向け」のプログラムで、研修期間が３年間又は４年間とさ

れている診療科に係るものとする。 

なお、専門研修期間については、３年まで義務年限に算入する。（３年を超える期間は算入し

ない。） 

※１ 各診療科の専門研修プログラムの定員は、毎年度、東北医科薬科大学宮城枠医師以外も

含めた両大学を基幹病院とする専門研修プログラム全体で調整されることから、必ずしも

希望どおりの診療科を専攻することができない可能性があることに留意。 

なお、各年度における募集診療科及び定員数は、両大学病院における調整が完了後、募

集開始前までに当該年度の申込対象者等に公表する。 

※２ 東北大学病院を基幹病院とする専門研修を履修する場合、基本的に、プログラムに登録

する際に入局することが前提となる。 

※３ 義務年限中に取得可能な専門医は基本領域のみとする。ただし、義務年限の履行に影響

がなく、かつ、配置先医療機関の長及び専門研修プログラムを所管する医局の責任者の了

承を得た場合はサブスペシャリティの取得を妨げるものではない。 

 

⑤ 勤務パターン例 

（１）専門研修プログラムが３年の診療科（小児科・産婦人科以外） 

卒後年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

義務年限 義務外 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

区分 臨床研修 専門研修期間 通常義務履行期間 地域貢献期間 

医療機関 

― ― 

東北医科薬科大学プログラム 

原則、基幹病院(２年以内)及

び仙台市以外東北６県の連

携病院又は特別連携病院 

東北医科薬科大学関連病院 

（仙台市以外東北６県） 

仙台市以外東北６県の

中小規模病院・診療所 

― ― 

東北大学プログラム 

原則、基幹病院(２年以内)及

び仙台市以外東北６県の連

携病院又は特別連携病院 

東北大学関連病院 

（仙台市以外東北６県） 
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（２）専門研修プログラムが４年の診療科 

卒後年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

義務年限 義務外 1 2 3 不算入 4 5 6 7 8 9 10 

区分 臨床研修 専門研修期間 通常義務履行期間 地域貢献期間 

医療機関 

― ― 

東北医科薬科大学プログラム 

原則、基幹病院(２年以内)及び 

仙台市以外東北６県の連携病院 

又は特別連携病院 

東北医科薬科大学関連病院 

（仙台市以外東北６県） 

仙台市以外東北６県の

中小規模病院・診療所 

― ― 

東北大学プログラム 

原則、基幹病院(２年以内)及び 

仙台市以外東北６県の連携病院 

又は特別連携病院 

東北大学関連病院 

（仙台市以外東北６県） 

 

（３）特定診療科：小児科、産婦人科 

卒後年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

義務年限 義務外 1 2 3 4 5 6 7 8 

区分 臨床研修 専門研修期間 通常義務履行期間 

医療機関 

― ― 

東北医科薬科大学プログラム 

原則、基幹病院(２年以内)及

び仙台市以外東北６県の連

携病院又は特別連携病院 

東北医科薬科大学関連病院 

（仙台市以外東北６県） 

― ― 

東北大学プログラム 

原則、基幹病院(２年以内)及

び仙台市以外東北６県の連

携病院又は特別連携病院 

東北大学関連病院 

（仙台市以外東北６県） 

 

(4)専門医の取得を希望しない場合 

卒後年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

義務年限 義務外 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

区分 臨床研修 地域貢献期間 

医療機関 ― ― 宮城県内の中小規模病院・診療所 

 

⑥ 義務年限への算入・不算入等について 

・ 東北医科薬科大学が定める東北地域医療支援修学資金貸与規程（資金循環型・宮城県枠）施

行細則の規定により、欠勤、休業、休職、停職又は私傷病による休暇の期間（産前産後休業及

び労働災害による休業を除く。）、及び所定労働時間を短縮して勤務した期間（育児又は介護

を理由とするものを除く。）及び専門研修期間のうち、勤務期間が３年を超える期間は、義務

年限として算入しない。 
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⑦ 義務年限内の学位取得及び留学について 

・ 学位の取得については、義務年限内の勤務に支障のない範囲において取得することが可能。 

・ 留学については認めないものとする。 

 

⑧ 配置先の決定方法 

・ 医療機関からの要望やニーズ、医師配置の状況等を総合的に勘案の上、地域医療対策協議

会での協議を踏まえ宮城県知事が指定するものとする。  
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【宮城県キャリア形成卒前支援プラン】 

〇 本プランについて 

キャリア形成卒前支援プランとは、各大学で実施している医学部の教育カリキュラムを基盤と

しつつ、地域医療へ貢献する意思を有する学生に対し地域医療や将来の職業選択に対する意識

の涵養を図り、対象学生が学生の期間を通じて、地域医療に貢献するキャリアを描けるように支

援することを目的として、都道府県が大学の協力を得つつ策定した計画案により、地域医療対策

協議会において協議の調った事項に基づき策定する計画です。 

なお、卒前支援プロジェクトは、原則として、医学部の教育カリキュラムとは別に策定するもの

とされていますが、既存の教育カリキュラム内において、地域医療に関する教育を行っている場

合には、これを卒前支援プロジェクトに位置付けることも可能とされていますので、本県では東

北大学、自治医科大学及び東北医科薬科大学のカリキュラムを卒前支援プロジェクトに位置付け

ることとします。 

〇 対象者 

１．東北大学医学部医学科に地域枠入試（宮城県）で入学した学生（以下、「東北大学地域枠学生」） 

２．自治医科大学の学生（以下、「自治医科大学学生」） 

３．宮城県医学生修学資金（東北大学枠）の貸与を受けている学生（以下、「東北大学枠学生」） 

４．東北地域医療支援修学資金（資金循環型・宮城県枠）の貸与を受けている学生（以下、「東北医

科薬科大学宮城枠学生」） 

〇 対象期間 

本プランの対象期間は、入学時から卒業時までとする。 
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【卒前支援プロジェクト】 

本県においては従来から、地域医療を志す医学生に地域医療の魅力、やりがいを伝え地域医療

への志向を喚起するために医学生夏季セミナーや、自治医科大学学生・卒業医師の意見交換会を

実施しており、これを卒前支援プロジェクトとして位置付けることとします。 

また、上記のほか、従来から自治医科大学、東北大学及び東北医科薬科大学が実施している教

育カリキュラム内における地域医療に関する取組を卒前支援プロジェクトとして位置付けること

とします。 

 

１．県が設定する卒前支援プロジェクト 

卒前支援プロジェクト名 医学生夏季セミナー 

概 要 

本県の地域医療の担い手となることを志す医学生を対象に、地域医療の

課題や自治体病院等の取組等を紹介することにより、本県の地域医療に対

する理解を深めてもらうとともに、大学を問わず医学生同士が交流できる

機会を提供することで、医学生間に将来本県の地域医療に従事することに

対する連帯感を醸成し、県内医療機関への就業率や定着率の向上に資する

ことを目的として実施する。 

対 象 者 
東北大学地域枠学生、自治医科大学学生、東北大学枠学生、 

東北医科薬科大学宮城枠学生  

 

卒前支援プロジェクト名 キャリア形成に関する意見交換会 

概 要 

本県出身の義務年限内勤務中の自治医科大学卒業医師や学生が一堂に

会する機会を設け、医師同士が現在の勤務先医療機関、後期研修の取得、専

門医の取得などに関する情報交換を行い、今後の各医師のキャリアプランに

ついて義務年限内の医師や学生間で認識共有を図ることによって、各医師

の義務年限内におけるキャリア形成に関する一助とする。 

対 象 者 義務年限内の自治医科大学卒業医師、自治医科大学学生 
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２．大学別の卒前支援プロジェクト 

 

① 東北大学（東北大学地域枠学生・東北大学枠学生） 

年次 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 

県設定の 

プロジェクト 
医学生夏季セミナー 

大学設定の 

プロジェクト 

（カリキュラム） 

修学資金貸与学生の集い 

医学・医療入門/

行動科学 

 

地域医療体験実習 

医学研究 PBL 
社会医学系 

講義・実習 

社会医学系 

講義・実習 

 

地域医療実習 

地域医療実習 

長期地域医療実習 
長期地域医療実習 

 

② 自治医科大学（自治医科大学学生） 

年次 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 

県設定の 

プロジェクト 

医学生夏季セミナー 

 キャリア形成に関する意見

交換会 

大学設定の 

プロジェクト 

（カリキュラム） 

地域医療学 

（総論） 
   

地域医療学 

（各論４） 

地域医療Ⅱ実習 

都道府県拠点

病院実習 

 

③ 東北医科薬科大学（東北医科薬科大学宮城枠学生） 

年次 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 

県設定の 

プロジェクト 
医学生夏季セミナー 

大学設定の 

プロジェクト 

（カリキュラム） 

在学生向けオリエンテーション 

・東北を学ぶ

Ⅰ支援論 

・地域・介護・

在宅医療学 

・地域病院体

験実習 

・地域介護サ

ービス体験実

習 

・地域診療所

体験学習 
  

・地域・総括医

療実習 

 


